
〈分類について〉
学部卒業生の場合

 （1）初任給には薬剤師手当を含みます（それ以外の手当は除く）。
 （2） 通称ドラッグストアであっても調剤業務を行っている施設の場合

→　「ドラッグストアの調剤部門」
 （3）県・市の薬務課関係（PMDAなどの国の団体や研究所を含む）　→　行政の「衛生行政」
 （4）化学系公務員、特許庁など　→　行政の「その他」
 （5）レジデント、ポスドク　→　「研究生」
 （6）CRO、SMO　→　医薬品関連企業の「開発・学術」
 （7）CRC　→　病院・診療所の「その他」
 （8）他学部の大学院　→　「進学」
 （9）他学部、他大学への入学、海外留学　→　「就職せず」
（10）アルバイト　→　「就職せず」
（11）契約社員、派遣社員　→　該当する職種
（12）国家試験不合格などにより就職未決定、予備校生　→　「未定」
（13） 6 年制の卒業生で薬剤師資格を持たず、事務員等として薬局または病院に就職した者

→　「その他の職業」

大学院修了者の場合

 （1）他大学への入学、海外留学　→　「非就職者」
 （2）アルバイト　→　「非就職者」
 （3） 県・市の薬務課関係（PMDAなどの国の団体や研究所を含む）、化学系公務員、特許庁など

→　「行政」
 （4）ポスドク、大学の研究員　→　「試験・研究機関・大学」

〈百分率の表示について〉
　百分率の計算は小数点以下第 2位を四捨五入。
 以上


